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台
風
災
害
へ
の
備
え
は
大
丈
夫
？

まちづくり・防災課
☎50-3035

　
　
　
ひ
と
口
メ
モ

　

台
風
が
最
も
多
く
襲
来
す
る

シ
ー
ズ
ン
に
な
り
ま
し
た
。
日
ご

ろ
か
ら
気
象
情
報
に
注
意
し
て
、

家
の
周
り
の
危
険
箇
所
の
チ
ェ
ッ

ク
や
避
難
経
路
を
家
族
で
確
認
し

合
う
な
ど
、
早
め
に
台
風
へ
の
対

策
を
立
て
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

屋
外
の
備
え

•
雨
戸
や
窓
ガ
ラ
ス
、
石
垣
、
ブ

ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
ひ
び
割
れ

の
チ
ェ
ッ
ク
や
補
強
を
す
る
。

•
側
溝
や
雨
ど
い
な
ど
の
ゴ
ミ
は

取
り
除
き
、
流
れ
を
よ
く
す
る
。

•
家
の
周
り
に
不
要
な
も
の
を
置

か
な
い
。

屋
内
の
備
え
と
心
構
え

•
混
乱
し
な
い
た
め
に
、
持
ち
出

し
品
の
準
備
、
避
難
場
所
、
避

難
経
路
の
確
認
な
ど
を
家
族

全
員
で
役
割
分
担
し
て
お
く
。

•
正
確
な
気
象
情
報
を
集
め
る
。

•
浸
水
に
備
え
て
、
貴
重
品
や
洋

服
、
寝
具
な
ど
を
高
い
場
所
に

移
動
す
る
。

•
近
所
の
人
と
避
難
に
つ
い
て
話

し
合
い
、
日
ご
ろ
か
ら
お
互
い

に
声
を
掛
け
合
う
よ
う
に
し

て
お
く
。

避
難
す
る
と
き
は

•
集
団
を
つ
く
る
な
ど
、
近
所
の

人
と
協
力
し
て
避
難
す
る
。

•
懐
中
電
灯
、
携
帯
ラ
ジ
オ
を
準

備
し
て
お
く
。

•
病
人
や
乳
幼
児
、
身
体
の
不
自

由
な
方
を
安
全
な
場
所
に
避

難
さ
せ
る
。

※
昨
年
の
台
風
で
は
、
避
難
勧
告

が
出
て
い
て
も
、
道
路
の
冠
水
に

よ
り
避
難
が
で
き
な
か
っ
た
例
も

多
く
あ
り
ま
す
。
避
難
勧
告
情
報

を
待
つ
の
で
は
な
く
、
台
風
情
報

な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
早
め
早
め

の
避
難
行
動
が
で
き
る
よ
う
に
準

備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

三
原
川
の
浸
水
想
定
区
域
図

　

兵
庫
県
で
は
、
三
原
川
と
洲
本

川
に
お
け
る
浸
水
想
定
区
域
図
を

作
成
し
ま
し
た
。
ま
ち
づ
く
り
・

防
災
課
（
南
淡
庁
舎
）
で
閲
覧
で

き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▲昨年の台風による高潮浸水被害（湊）

期日前投票のご案内
　投票日当日、仕事、買い物、レジャーなどの予定
がある方、また、歩行が困難であると見込まれる方
（病院で治療を受けた方・妊婦さん等）は、期日前に
投票ができます。
　　　≪期日前投票のできる日時・場所≫
◆三原公民館
８月 31日（水）～９月 10日（土）までの毎日
午前８時 30分～午後８時 00分
◆緑庁舎、西淡庁舎、南淡公民館　　
９月３日（土）～９月 10日（土）までの毎日
午前８時 30分～午後８時 00分
◆沼島総合センター 
９月７日（水）～９月９日（金）までの３日間
午前８時 30分～午後５時 00分
※緑庁舎、西淡庁舎、三原公民館、南淡公民館はいずれ
　の投票所でも期日前投票ができます。
※沼島総合センターは、沼島に選挙権のある方のみ期日
　前投票ができます。

投票所の変更について
第４投票所　西淡社会教育センター（松帆古津路地区）
第 17投票所　榎列公民館（榎列地区）
にそれぞれ変更になりました。

９月11日（日）　衆議院議員総選挙
投票時間　午前７時～午後８時

不在者投票について
①他の市町村での不在者投票
　仕事や学業などの都合で市外に滞在のため、市内
での投票ができない方は、滞在先の市区町村選挙管
理委員会で不在者投票ができます。投票を希望され
る方は、事前に南あわじ市選挙管理委員会に投票用
紙等の請求を行ってください。
② 病院、老人ホーム等の指定施設での不在者投票
　都道府県選挙管理委員会から指定を受けている病
院、老人ホーム等の施設に入院または入所されてい
る方は、指定施設内で不在者投票ができます。投票
を希望される方は施設の管理者にお申し出ください。

選挙公報について
　届出のあった候補者、政党等の政見等に関する記
事を掲載した「選挙公報」を新聞折込で各戸配布す
る予定です。
　個別での郵送を希望される方は、南あわじ市選挙
管理委員会までお申し出ください。また、一度個別
郵送を申し出られた方は、今後の選挙においても同
様に郵送させていただきます。なお、市役所の各庁
舎、公民館等の公共施設にも備えております。

10月 30日（日）　南あわじ市議会議員選挙
告示日（立候補届出日）は10月 23日（日）

立候補予定者説明会
▽日時　9月 22日（木）午後２時～
▽場所　南淡公民館講堂（市役所南淡庁舎東隣）
※関係者の方（１陣営３名以内）はご予定ください。

届出書類の予備審査
・10月 12日（水）緑・南淡地域の立候補予定者
・10月 13日（木）西淡・三原地域の立候補予定者
※午前９時～午後５時の間、市役所中央庁舎・別館
会議室にて行ないます。

寄附禁止・三ない運動
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、
法律で禁止されています。また、有権者が寄附を求
めることも禁止されています。

≪禁止される寄附の例≫
・地域の行事や運動会などへの飲食物等の差入
・葬式の花輪・供花
・病気見舞い

◆問い合わせ　市選挙管理委員会（南あわじ市市善光寺 18番地 27）☎ 43-5004
　　　　　　　E ﾒｰﾙ :senkan@city.minamiawaji.hyogo.jp

政
治
家
は
有
権
者
に
寄
附
を

有権者は政治家に寄附を
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